
「ブルーリターンＡ」 
　　無料個別体験会

会計ソフト

初めての方でも安心！

充実機能で使いやすい！

一度体験してみませんか？

      ・・

・・・・・

土曜記帳相談日

（午前中①②③のみ）

簡単な例題を用いて実際に

パソコン会計ソフトの操作体験を

していただきます。

左記日程の中で、ご希望の日時を

お電話にてご予約ください。

　　（時間は１時間程度）

【持参するもの】筆記用具

・記帳の仕方
　( 手書き、 ブルーリターン）

・消費税の区分経理について
　　　　　　　　　　　　など

記帳等
個別相談会

記帳等
個別相談会

8/　5

【相談会場】青色会館 2階相談室

①  9:00 ～
②10:00 ～
③11:00 ～

【予約時間】

④13:00 ～
⑤14:00 ～
⑥15:00 ～
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8 月
　　　　　火　　　　水　　　　木　　　　金

月　　　　火　　　　水　　　　木　　　　金

月　　　　火　　　　水　　　　木　　　　金

月　　　　火　　　　水　　　　木

資産税 ( 土地･建物の資産の譲渡など ) の

ご相談は　　の日をご利用ください。

 前日までに必ずご予約をお願いします 　 381-3135

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 中 間 申 告 と 納 付
　前年分の確定消費税額（年税額、前年分の申告書第一表⑨欄の差引税額）が一定額を超える場合は、
消費税及び地方消費税の中間申告と納付が定められています。

令和 4年分の
確定消費税額

48万円超
400 万円以下

年 1回

中間申告・
納付の回数 中　間　納　付　税　額

令和 4年分の確定消費税額の
6/12 の消費税額と
その 22/78 の地方消費税額

申 告 ・ 納 付 期 限

令和 5年 8月 31 日（木）

令和 5年 9月 27 日（水）
( 振替納税利用の場合の振替日 )

(※1)

～青色申告会員必携より一部抜粋～

ご予約は 　　381-3135 まで詳しくは、事前予約制の税理士個別相談会をご利用下さい。

完全予約制

　8 月 14 日（月）～ 17 日（木）は、夏季休館とさせていただきます。

～事務局からのお知らせ～

※1　令和４年分の確定消費税額には地方消費税は含まれません。
※2　前年分の確定消費税額が 48万円以下の事業者であっても、任意の中間申告を提出する旨の届出書を
　　　税務署に提出すれば、中間申告（年 1回）を行うことができます。


